
平成21年人事委員会勧告の状況について

平均年間給与は、全団体で引下げ

平成21年10月16日

６４団体において、引下げを勧告

１ 月例給

平均年間給与は、全団体で引下げ
△5.0％（35.5万円）(名古屋市)～△1.2％（6.5万円）(鳥取県)

〔平均給与改定率 △2.99％（名古屋市）～△0.05％（神戸市）〕

３団体において、改定見送り （岡山県、山口県、仙台市）

１団体において、引上げを勧告（三重県）

全６８団体において、引下げを勧告

２ 特別給

国と同じ（4.15月） 国と異なる

特別給支給月数 団体 団体

青森県4.10月、秋田県4.00月
山形県3.90月、福島県4.05月
新潟県4.10月、長野県3.80月

（最低）

国を上回る団体はなし

※ 国（△0.35月）と異なる引下げ月数の団体 １３団体

長野県（△0.70月）（最大）、浜松市（△0.40月）、福島県（△0.38月）、

北海道・青森県・宮城県・山形県・宮崎県・鹿児島県・札幌市・新潟市（△0 30月）

特別給支給月数 ５８団体 １０団体 鳥取県3.86月、島根県3.90月
高知県4.10月、浜松市4.10月

北海道・青森県・宮城県・山形県・宮崎県・鹿児島県・札幌市・新潟市（△0.30月）、

沖縄県（△0.20月）、鳥取県（△0.16月）

参考：国（人事院勧告）
平均年間給与 ％（ 円）平均年間給与 △２．４％（△１５．４万円）

月例給 官民較差 △０．２２％ 特別給 官民較差 △０．３５月
改定率 △０．２２％ 改定月数 △０．３５月

※ 人事委員会は、47都道府県、18政令市、和歌山市、熊本市、特別区（計68団体）
に設置（平成21年10月現在）。



平成２１年人事委員会勧告の状況

平均
給料表改定率

（％） 額（円） 率（％） 民間 団体
引下げ △ 5,488 △ 1.35

（△0.20％） 24,130 6.42
引下げ △ 923 △ 0.23

（△0.20％） 1,080 0.27
引下げ △ 4,784 △ 1.29

（△0.17％） 3,612 0.99
引下げ 廃止 △ 764 △ 0.20

（△0.19％） （H22.4.1） 19,171 5.16
引下げ △ 5,924 △ 1.48

（△0.20％） 10,535 2.74
引下げ

（△0.19％）
引下げ △ 2,108 △ 0.53

（△0.14％） 9,371 2.43
引下げ 500円引下げ △ 940 △ 0.24

（△0.20％） （4,000→3,500） 2,642 0.69
引下げ 600円引下げ △ 1,034 △ 0.26

（△0.20％） （4,500→3,900） △ 336 △ 0.09
引下げ 900円引下げ △ 1,156 △ 0.29

（△0.2％） （4,500→3,600） △ 832 △ 0.21
引下げ 廃止 △ 755 △ 0.18

（△0.20％） （H22.4.1） △ 719 △ 0.17
引下げ △ 783 △ 0.19

（△0.20％） 6,074 1.48
引下げ

（△1.2％）
引下げ △ 675 △ 0.16

（△0.17％） 12,166 2.95
引下げ

（△0.20％）
引下げ 500円引下げ △ 966 △ 0.25

（△0.20％） （3,200→2,700） 10,778 2.90
引下げ 500円引下げ

（△0.20％） （3,200→2,700）
引下げ 500円引下げ

（△0.20％） （3,000→2,500）
引下げ △ 561 △ 0.14

（△0.2％） 8,014 2.10
引下げ

（△0.20％）
引下げ △ 579 △ 0.15

（△0.20％） 13,332 3.66
引下げ

（△0.2％）
引下げ △ 904 △ 0.21

（△0.19％） 13,543 3.32
1,556 0.40
1,855 0.47

引下げ 2,300円引下げ △ 1,849 △ 0.46
（△0.20％） （4,500→2,200） 3,527 0.89
引下げ 500円引下げ △ 1,105 △ 0.26

（△0.21％） （4,100→3,600） △ 230 △ 0.05
引下げ △ 885 △ 0.22

（△0.20％） 25,290 6.73
引下げ 1,000円引下げ △ 1,183 △ 0.28

（△0.2％） （3,500→2,500） 19,609 4.92
引下げ 800円引下げ △ 1,161 △ 0.29

（△0.19％） （4,300→3,500） 5,198 1.31
引下げ △ 523 △ 0.14

（△0.2％） 3,551 0.95

引下げ 廃止
（△0.80％） （H22.1.1）

引下げ △ 10,867 △ 2.83
（△0.17％） 13,635 3.79

153 0.04
26,056 7.63

引下げ △ 691 △ 0.18
（△0.18％） 14,051 3.75

183 0.05
11,855 3.23

引下げ △ 756 △ 0.20
（△0.19％） 29,182 8.32
引下げ △ 2,247 △ 0.58

（△0.20％） 16,862 4.61
引下げ △ 624 △ 0.16

（△0.17％） 12,441 3.22
引下げ 廃止 △ 612 △ 0.16

（△0.17％） （H22.4.1） 6,609 1.81
引下げ 400円引下げ

（△0.20％） （4,900→4,500）
引下げ △ 797 △ 0.21

（△0.17％） 14,528 4.00
引下げ 500円引下げ △ 987 △ 0.25

（△0.20％） （3,000→2,500） △ 476 △ 0.12
引下げ 500円引下げ △ 1,088 △ 0.28

（△0.20％） （3,500→3,000） 10,694 2.88
引下げ

（△0.20％）

引下げ
△ 1,002 △ 0.26

（△0.20％）
△ 420 △ 0.11

引下げ △ 784 △ 0.20
（△0.17％） 22,728 6.18
引下げ △ 511 △ 0.14

（△0.17％） 10,323 2.93

△ 2.2

△ 1.4

△ 2.4

△ 2.4

△ 2.3

△ 2.4

△ 2.4

△ 2.4

△ 1.2

△ 2.3

△ 2.1

△ 2.2

△ 2.4

△ 2.1

△ 2.4

△ 2.3

△ 1.8

△ 2.3

△ 2.5

△ 2.4

△ 2.4

△ 2.2

△ 2.3

△ 2.4

△ 2.3

△ 4.5

△ 2.3

△ 3.3

△ 2.4

△ 0.20 4.15

国 H21.8.11 △ 863 △ 0.22△ 0.22

期末勤勉
手当改定

（月）
改定後

支給月数

平均
給与改定率

（％）

自宅に係る
住居手当
の改定

公民較差

4.17 4.50△ 0.35 4.15

4.13 4.35

－ 4.14 4.45△ 0.30 4.15鹿児島県 H21.10.7 △ 0.18

引下げ
（△0.20％）

廃止

沖 縄 県 H21.10.8 △ 0.17 －

4.13 4.50

4.14 4.50△ 0.35 4.15

△ 0.35 4.15

H21.10.9 △ 0.27

大 分 県 H21.10.5 △ 808 △ 0.21△ 0.18 －

熊 本 県

宮 崎 県 H21.10.6 △ 0.25 4.13 4.45△ 0.30 4.15

500円引下げ
（取得後５年以内
2,500→2,000、

６年目以降
1,500→1,000）

長 崎 県 H21.10.7 △ 0.25 4.14 4.50△ 0.35 4.15

△ 951 4.16 4.50△ 0.35 4.15

△ 0.35 4.15

△ 0.24

4.13 4.50

△ 0.24

佐 賀 県 H21.10.6 △ 0.20 廃止

福 岡 県 H21.10.5

H21.10.9 △ 0.57

△ 2.4

△ 0.35 4.15愛 媛 県 H21.10.9 △ 0.16 －

△ 2.7

高 知 県 H21.10.15 △ 0.16 4.11 4.45△ 0.35 4.10

4.50

香 川 県

0.00 － －

－

4.14

廃止

4.15H21.10.13

広 島 県 H21.10.7 △ 0.18

山 口 県 H21.10.15

徳 島 県

－ 4.16

△ 0.19 －

H21.10.14 0.00 －

4.13

4.16

4.15

4.14 4.50△ 0.35 4.15

4.16 4.50△ 0.35 4.15

島 根 県 H21.10.14 △ 0.19 廃止 3.65 4.25

△ 6,051 △ 1.75△ 0.84

4.50

4.50△ 0.35 4.15

△ 0.35

4.50△ 0.35

△ 0.28

3.86 4.02△ 0.16 3.86

岡 山 県

△ 0.35 3.90

鳥 取 県 H21.10.5

△ 0.35 4.15

和歌山県 H21.10.14 △ 0.14

兵 庫 県 H21.10.9 △ 0.28

奈 良 県 H21.10.5

4.50

4.13

4.16

4.16

△ 0.35 4.15

4.15 4.50

4.50△ 0.35

H21.10.13

京 都 府 H21.10.2 △ 0.27

△ 0.22

4.17

廃止大 阪 府

－ 4.17 4.50△ 0.35

4.50△ 0.35 4.15

4.13 4.50

4.15

4.50△ 0.35 4.150.38 － － 4.15

4.15

△ 0.35

三 重 県 H21.10.9

滋 賀 県 H21.10.14 △ 0.47

静 岡 県 H21.10.6 △ 4,535 △ 1.13△ 1.12

愛 知 県 H21.10.9 △ 0.21 引下げ 4.17 4.50

－ 4.15 4.50△ 0.35 4.15

△ 0.35 4.15

3.78 4.50

－ 4.13 4.50△ 0.35 4.15

△ 0.70 3.80

△ 0.35 4.15

山 梨 県 H21.10.16 △ 0.14

長 野 県 H21.10.9 △ 318 △ 0.08△ 0.19

4.13 4.50△ 0.35 4.15

岐 阜 県 H21.10.8 △ 0.16 － 4.14 4.50

福 井 県 H21.10.6 △ 928 △ 0.25△ 0.25

－

石 川 県 H21.10.14 △ 982 △ 0.26△ 0.26 4.144.15

富 山 県 H21.10.15 △ 0.26

新 潟 県 H21.10.9 △ 8,937△ 0.45

△ 2.5

△ 2.3

4.50

4.13 4.50△ 0.35 4.15

△ 0.35

4.10△ 0.35

4.50△ 0.35 4.15

△ 0.35 4.15

廃止 4.10△ 2.34 4.45

4.50

△ 0.35

神奈川県 H21.10.6 △ 0.16 － 4.17

－ 4.15

千 葉 県 H21.10.9 △ 0.19

△ 2.6

△ 2.4

△ 2.4

東 京 都 H21.10.9 △ 1,468 △ 0.35

－

埼 玉 県 H21.9.15 △ 0.18 4.14 4.50

4.15 4.50△ 0.35 4.15

栃 木 県 H21.10.14 △ 0.26

4.13 4.50△ 0.35 4.15群 馬 県 H21.10.13 △ 0.29

△ 2.4

△ 2.2

4.15 4.50△ 0.35 4.15 △ 2.4

△ 2.5

△ 0.35 4.15

4.05 4.43△ 0.38 4.05福 島 県 H21.10.8 △ 0.53

△ 0.35 4.15茨 城 県 H21.10.14 △ 0.24

廃止

山 形 県 H21.10.15 △ 3,741 △ 0.97△ 0.51 △ 2.3

△ 2.3

△ 2.4

△ 2.5

廃止 3.90 4.20△ 0.30 3.90

4.14 4.50

廃止 4.02 4.35△ 0.35 4.00秋 田 県 H21.10.9 △ 0.50

△ 0.18

廃止 4.16 4.50△ 0.35 4.15岩 手 県 H21.10.8 △ 0.84

青 森 県 H21.10.9

4.15△ 0.30 4.15宮 城 県 H21.10.2

△ 0.51 廃止 4.08 4.40△ 0.30 4.10

4.45△ 0.30 4.15

△ 2.1

△ 2.8

△ 2.14.45

北 海 道 H21.10.9 △ 0.23 △ 2.0

年間給与
増減率
（％）

団体名 勧告日 改定前支給月数

廃止 4.02



平成２１年人事委員会勧告の状況

平均
給料表改定率

（％） 額（円） 率（％） 民間 団体

△ 1,529 △ 0.36
3,391 0.81

△ 354,942 （注２）△ 5.05
△ 348,738 △ 4.96

△ 783 △ 0.19
2,097 0.51

加算措置廃止 △ 1,245 △ 0.29
(H22.4.1) 13,449 3.29

△ 205 △ 0.05
226 0.05

△ 1,599 △ 0.37
△ 1,330 △ 0.31

△ 612 △ 0.15
11,834 3.08

     下段が減額措置後のものである。

注２　名古屋市の公民較差は、年収ベースでの比較である。

注３　「－」は、改定なしであることを示す。

注４　改定前支給月数の団体欄は、平成21年６月期の期末・勤勉手当における凍結措置実施前の支給月数である。
注５　年間給与増減率（％）は、平成２１年度中のものである。

△ 2.5

△ 2.6

△ 2.4

△ 2.4

△ 2.2

△ 2.2

△ 3.3

△ 2.4

△ 2.4

年間給与
増減率
（％）

△ 0.17△ 0.17 引下げ
（△0.17％）

改定前支給月数団体名 勧告日
平均

給与改定率
（％）

自宅に係る
住居手当
の改定

公民較差 期末勤勉
手当改定

（月）

H21.9.9

和歌山市 H21.10.16

国 H21.8.11

熊 本 市 H21.10.5

△ 0.22△ 0.22 引下げ
（△0.20％）

－

－

－

△ 0.16

△ 863廃止

△ 641

－

－

－

4.15

△ 0.35 4.15

△ 0.35 4.15

－

△ 0.35 4.15

△ 0.35

4.15

注１　公民較差欄が２段になっている団体は、給料の抑制等の減額措置が行われ、かつ、減額措置前後の公民較差を算定している場合であり、上段が減額措置前、

△ 2.3

△ 2.4△ 0.35 4.15

4.17

4.17 4.50

引下げ
（△0.20％）

－ 4.17 4.50△ 0.35 4.15

4.50特 別 区 H21.10.8 △ 1,605 △ 0.38△ 0.38 引下げ
（△1.2％）

4.13 4.50△ 0.35 4.15

福 岡 市 △ 0.37 引下げ
（△0.41％）

－ 4.17 4.50

4.16 4.50△ 0.35 4.15

神 戸 市 H21.9.18 △ 0.05

広 島 市 H21.9.17 △ 1,795

北九州市 H21.9.18 △ 1,071 △ 0.25△ 0.25 引下げ
（△0.27％）

－

4.15 4.50△ 0.35 4.15

4.16 4.50岡 山 市 H21.9.25 △ 4,972 △ 1.23△ 1.23 引下げ

4.14 4.50△ 0.35 4.15

△ 0.41△ 0.41 給料表又は諸
手当の改定

給料表又は諸
手当の改定

4.50△ 0.35
引下げ

（△0.05％）
－ 4.17

堺  市 H21.10.9 △ 489 △ 0.12△ 0.12 引下げ
（△0.12％）

－

△ 5.0

4.50△ 0.35 4.15

大 阪 市 H21.9.11 △ 0.29 引下げ 4.17 4.50

名古屋市 H21.9.7 △ 2.99 給料表又は住
居手当の改定

給料表又は住
居手当の改定

4.63

△ 2.3

4.50△ 0.35 4.15

京 都 市 H21.9.15 △ 0.19 引下げ － 4.16

浜 松 市 H21.9.28 △ 845 △ 0.22△ 0.22 引下げ
（△0.20％）

廃止

△ 2.9

4.08 4.50△ 0.40 4.10

廃止

△ 2.6

4.16 4.50△ 0.35 4.15静 岡 市 H21.9.14 △ 4,058 △ 0.98△ 0.98 引下げ

新 潟 市 H21.10.7 △ 570 △ 0.16△ 0.16 引下げ
（△0.185％）

－

△ 2.3

4.14 4.45△ 0.30 4.15

－

△ 2.1

4.17 4.50△ 0.35 4.15川 崎 市 H21.10.2 △ 784 △ 0.19△ 0.19 引下げ
（△0.21％）

4.17 4.50△ 0.35 4.15横 浜 市 H21.10.8 △ 2,092 △ 0.50△ 0.50 引下げ
（△0.53％）

△ 2.6

4.17 4.50△ 0.35 4.15千 葉 市 H21.10.8 △ 0.36 引下げ
（△0.39％）

△ 2.5

さいたま市 H21.9.10 △ 791 △ 0.19△ 0.20 引下げ

△ 2.1

4.15 4.50△ 0.35 4.15 △ 2.3

4.15 4.50△ 0.35 4.15仙 台 市 H21.10.9 112 0.030.00 －

札 幌 市 H21.9.17 △ 4,642 △ 1.16△ 1.16 引下げ － 4.12 4.45△ 0.30 4.15

改定後
支給月数

△ 3.0
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